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「平成23年7月新潟・福島豪雨」からの復興
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沿線のそこここで見られた
「おかえり只見線」ののぼり

只見駅に設置された只見線ギャラリー

　只見町にある只見駅は東北地方の最西端の駅です。駅舎内の只見線
ギャラリーには、土木学会選奨土木遺産に認定された「只見線鉄道施
設群」の写真などが展示されています（情報は令和4年11月3日現
在）。土木遺産の認定理由は「福島・新潟両県の地域資源の活用や豪
雪地帯を結ぶライフラインとして、その機能美や四季折々の風景を創
生する」というもので、地域にとっての只見線の重要性がわかります。

　平成23（2011）年7月、新潟県から福島県の会津地
方にかけての地域を集中豪雨が襲いました。福島県会
津若松市の会津若松駅と新潟県魚沼市の小出駅を結ぶ
JR只

ただ
見
み

線は、洪水による橋梁の流失や土砂崩れによ
る路盤の崩壊など、甚大な被害を受けました。とりわ
け会津川口駅～只見駅間は3カ所の橋梁が流失するな
ど損傷が大きく、利用者数の減少が続いていることも
相まって当初復旧工事が行われず、只見線は廃線の危
機に直面することになりました。福島県と沿線自治体
はJR東日本に復旧・存続を要請、検討の結果、JR
東日本単独での復旧は困難との判断から、福島県と沿
線市町が土地や施設を保有し、JR東日本が運行を行
う上下分離方式を採用することで復旧が決まりました。
　そして被災から11年を経た令和4年10月、ついに只
見線は全線での運転を再開しました。地域の住民たち
にとっては待ちに待った開通であり、沿線のあちらこ
ちらに「おかえり只見線」と書かれたのぼりがひるが
えり、列車に向かって手を振る人たちの姿も見られま
した。

　復旧にあたってはさまざまな安全対策が施されまし
た。第六只見川橋梁では、只見川の増水とそれに伴う
河
か

床
しょう

洗
せん

掘
くつ

（水の流れにより、河床（河川の底）の土砂
が洗い流されること）により橋脚、トラス桁および桁
橋が流失したことから、建設時よりも想定水位を上げ
たうえで、橋脚の位置を洗堀の影響を受けない位置へ
移動したほか、橋桁を上路トラスから水位上昇や、洪
水による流下物などの影響を受けにくい下路トラスに
変更しています。第七只見川橋梁でも同様の措置が取
られたほか、第八只見川橋梁においても、橋梁改良や
盛土補強などが施されました。
　只見線はSNSなどを通じて海外でも人気が高ま
り、外国人旅行者が多く訪れるようになりました。地
元の飲食店や宿泊施設にもたらされる経済効果は小さ
くなく、存続・復旧は地域の悲願でもありました。復
活した只見線の姿はJR肥

ひ
薩
さつ

線やJR米
よね

坂
さか

線など、復
旧を待つ全国の「被災ローカル線」にも大きな希望を
与えることになるはずです。

本名ダムをバックに第六只見川橋梁を
渡る只見線の列車

被災直後の第六只見川橋梁（ダム側から撮影）。橋脚
やトラス桁、桁橋が流失している（提供：福島県金山町）

只見駅で発車を待つ列車

第18回
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Build Back Betterとは

紅葉をバックに第八只見川橋梁を
渡る只見線の列車。復旧工事に4
年を要したこの橋梁は「只見線鉄
道施設群」の1つとして土木学会
選奨土木遺産に認定されています。
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　市防災安全課…………………………………………25

「Build Back Better（より良い復興）」 とは、2015年3月

に宮城県仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」の成

果文書である「仙台防災枠組」の中に示された、災害復興段階

における抜本的な災害予防策を実施するための考え方です。

本シリーズでは、災害が発生した国内外の事例を紹介し、過去

の災害を機により良い街づくり、国土づくりを行った姿を紹介

いたします。

2ぼうさい｜令和四年　第105号



住宅地を襲った土砂災害

「自然災害伝承碑」をご存じでしょうか。自然災害伝承
碑は過去に発生した自然災害の様子や被害の状況などが記
載された石碑やモニュメントです。実際に被災した場所に
建てられていることが多いことから、その地域で過去にど
のような災害が起きたのかを知る手がかりとなります。ま
た、災害は同じ場所で繰り返し発生するケースが多いこと
から、地域の防災意識の向上につながる効果があると期待
されています。

平成26（2014）年8月、広島市の安佐南区緑井地区・八
木地区から安佐北区の可部地区にかけての狭い範囲で記録
的集中豪雨が発生しました。この豪雨に伴って地区内の複
数の場所で大規模な土石流が住宅地を襲い、死者74名とい
う甚大な被害を記録しています。

平成26年8月豪雨による広島市八木地区の被害状況。赤く塗られた部分は土
砂流出範囲（地理院地図）

被害に遭ったのは広島市のベッドタウンで、1970年代以
降の宅地開発により人口が急増した地域でした。いずれも
山麓に広がる傾斜地で、河川の浸食・運搬作用の他に山か

ら流れ出た土砂などが堆積した扇状地性の地形です。つま
りは過去にもこの災害をもたらしたものと同じような現象
が繰り返された可能性がある土地だったのです。加えて周
辺の山地には花崗岩の風化によりできた「まさ土」と呼ば
れる砂状のもろい土壌が分布しており、土砂災害を起こし
やすい環境でもありました。実際に平成11（1999）年にも
隣接地区で同じような土砂災害が発生しており、広島市内
で20名の犠牲を出しています。

現在被災地を訪れると、砂防・治山工事などインフラの
整備が進んでおり、多くの住宅が再建されています。その
傍らにいくつかの自然災害伝承碑が建てられていることに
気づきます。緑井地区の緑井第八公園内にある石碑には

災害の記憶を伝える
「自然災害伝承碑」

特 集

広島市八木地区の県営緑丘住宅付近の
土砂災害被災後の平成26年（写真上）
と現在（令和4年（写真下））の比較。
土石流が通りやすい谷筋は住宅を建て
ず道路として利用しており、背後には
砂防堰堤が築かれている。このすぐ横
に自然災害伝承碑が残されている（写
真左）
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中心に西日本の広い範囲に被害をもたらしました。広島県
の坂町の小屋浦地区では、天地川で土石流が住宅地を襲
い、15名が亡くなっています（広島県資料）。実は小屋浦
地区には、100年以上前の明治40（1907）年に発生した土
砂災害を伝える自然災害伝承碑が残されていました。その
碑文には「今までかつてなかった大雨のために谷の水はあ
ふれ土砂が荒れくるうように流れた。このため一瞬にして
家屋の四十三戸はつぶれ命を失った人四十四人、小屋浦地
区の悲惨な状況は言いあらわすことができないさまで手を
こまねいてなげくのみであった」と記されています。

しかし残念なことに、この石碑の内容は住民に十分に伝
承されておらず、西日本豪雨時に坂町が発令した避難勧告

（当時：現在は「避難指示」）が出されて2時間20分後まで
に避難した方の割合は21.8%に止まっていて、再び多くの
犠牲を出す結果となってしまいました。これを踏まえ坂町
ではこの石碑の隣に、西日本豪雨の被害の状況に加えて、
明治40年、昭和20年、昭和40年の坂町の災害履歴を記した
新たな自然災害伝承碑と、西日本豪雨時に土石流で流出し
た巨石を設置し、「災害から自分の身を守るためには、早
めの避難をすることが最も重要」と説明を刻字していま

「土砂災害記念碑」と刻まれた下に、「8・20土砂災害でこの
地で10名の尊い命を失い、民家も大きく破壊された。この
被災地の公園に災害記念碑を建て、哀悼の意を捧げ、災害
から身を守る誓いを後世の人たちに伝えていく」と記され
ています。また、八木地区でも梅林小学校敷地内に「広島
土砂災害　忘れまい8・20」の石碑が建てられているほか、
被害が大きかった県営緑丘住宅の敷地内などに慰霊碑が設
置されています。これらは、被災した地域の方々が、「こ
の場所ではこのような災害が起こる可能性がある」と伝承
すること、そして後世の人々がその災害から命を守ること
を願って建てられています。

災害は同じ場所で繰り返される

災害の発生には素因と誘因があります。誘因は災害を発
生させる直接的な引き金となる現象で、豪雨や地震などが
該当します。一方の素因は、地形や地盤、環境などその土
地が持っている性質です。たとえば、国内の多くの低地が
そうであるように、河川の氾濫により土砂が堆積した土地
は、氾濫が起きやすい土地といえます。過去に土砂災害や
津波に襲われた土地も、そのような（土砂災害や津波を受
けやすい）性質を持つ場所であり、今後も同じような現象
が繰り返される可能性が高いということです。

しかし大きな災害の後に、「何十年も住んでいてこんな
ことは初めて」という住民の声が報道されることがあるよ
うに、多くの場合、その土地に住む人々はそうした土地の
性質を意識していません。現象としての地震や津波、河川
氾濫や土砂災害の発生スパンは数十年から数百年、時には
数千年から数万年などいうことも珍しくなく、人間の人生
のサイクルとは必ずしも一致しないためです。だからこ
そ、「過去にこのような災害が発生したから気をつけて」
というメッセージを自然災害伝承碑として残すことに意味
があるのです。

坂町に建つ2つの自然災害伝承碑

平成30（2018）年7月の西日本豪雨は中国・四国地方を

広島県坂町に並ぶ2基の自然災害伝承碑（写真上）。右が明治40年の災害、
左が平成30年西日本豪雨災害のもの。土石流で流出した巨石が一緒に置かれ
ている。敷地内には「災害伝承ホール」も建てられ、坂町自然災害伝承公園
として整備されている（写真下）

災害の記憶を伝える「自然災害伝承碑」特 集
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す。併せて災害の教訓を伝える「災害伝承ホール」が建て
られ、坂町自然災害伝承公園が整備されました。伝承ホー
ルには被災者の体験談も寄せられており、再び犠牲が出な
いように災害を未来へ伝承する意思が示されています。

「此処より下に家を建てるな」

平成23（2011）年3月に発生した東日本大震災（東北地
方太平洋沖地震）では東北地方の太平洋岸を中心に広い範
囲に大津波が押し寄せ、甚大な被害を記録しました。青森
県から宮城県にかけての沿岸部（三陸地方）は繰り返し津
波災害に遭っている地域で、明治以降だけでも明治29

（1896）年の明治三陸地震津波、昭和8（1933）年の昭和
三陸地震津波、昭和35（1960）年のチリ地震津波に襲われ
てきた歴史があり、津波の自然災害伝承碑が多く残されて
います。

三陸地方には東日本大震災以前から明治三陸地震や昭和三陸地震、チリ地震
など多くの津波に関する自然災害伝承碑が残されていた

岩手県宮古市重茂の姉吉地区は明治三陸地震と昭和三陸
地震の津波で集落が全滅しています。その後わずかな生存
者が（漁業を営んでいるにも関わらず）500m離れた高台
で集落を再建し、津波が到達した場所に「大津浪記念碑」
を建てました。その碑文には「此処より下に家を建てる
な」と刻まれています。東日本大震災の大津波は姉吉地区
で38.9ｍの遡上高（岩手県資料）を記録しましたが、碑の
手前で止まり、高台の集落は被害を受けることはありませ
んでした。碑に刻まれたメッセージが集落を守ったのです。

宮古市重茂姉吉地区に残されている自然災害伝承碑。碑文には「此処より下
に家を建てるな」と刻まれており、住民はその教えを守り、姉吉集落は東日
本大震災で被害を受けなかった（地理院地図）

身近にある自然災害伝承碑

首都・東京にも多くの自然災害伝承碑が残されていま
す。もっとも多いのは大正12（1923）年の関東大震災に関
するものですが、それに次ぐのが、高潮の碑です。江東区
の木場地区には江戸時代に建てられた「波除碑」が2つ残
されています。寛政3（1791）年、深川洲崎一帯が高潮に
見舞われ、多くの死者行方不明者が出たことから、浸水し
た地域の両端に碑を建てて後の水害に備えたものです。同
じく江東区内には大正6（1917）年の高潮災害の碑が複数
残されており、江東区がたびたび高潮に見舞われていた事
実を示しています。

東京都江東区に残る「波除碑」のひとつ。江戸時代に建立されたもので、そ
の姿は原型をとどめていないが高潮災害（当時は津波と同様に解釈されてい
た）の痕跡を示す貴重な碑
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狛江市の多摩川の河川敷にも自然災害伝承碑が建てられ
ています。「多摩川決壊の碑」と刻まれたこの碑には、昭
和49（1974）年の台風16号による多摩川の増水で堤防が決
壊し、家屋19棟が流失する被害があった事実が記されてい
ます。住民は避難を終えており死傷者こそ出なかったもの
の、住宅が流されていく光景がテレビで生中継されていた
ことから、全国に大きな衝撃を与えました。

現在では堤防も強化され、被災現場にも住宅が建ち並
び、当時の傷跡を感じることはありません。その後多摩川
の堤防は決壊しておらず、多摩川水害は人々の記憶から薄
れつつありますが、同じような災害が今後も発生しないと
は限りません。取材時に碑の近くで子供を遊ばせていた近
隣の家族連れに聞いてみたところ、「当時のことはリアル
タイムで経験していないものの、碑文を読んだことで水害
のことを知っている」と話しており、碑が災害伝承の重要
な役割を果たしていることが確認できました。

直近の水害として記憶に新しいのが、令和4年９月の台
風15号による静岡の浸水被害です。静岡市内では清水区の
巴川流域を中心に最大で2m（静岡大学防災総合センター
調べ）を超える浸水に見舞われました。同地区は昭和49

（1974）年の「七夕豪雨」でも広範囲の浸水被害を記録し
ており、令和4年台風15号の被害はそれに匹敵する規模と
されています。

静岡市内には七夕豪雨の自然災害伝承碑が残されていま
す。このうち葵区長沼地区の公園に建てられている「七夕
豪雨洪水之碑」には、「この碑は石柱の高さまで浸水した」
と刻まれています。この公園は令和4年台風15号でも「膝
上程度まで浸水した」（近隣住民）とのことで、浸水深こ
そ当時ほどではなかったものの、碑文の伝承を証明する結
果となっています。

自然災害伝承碑を地図に掲載

広島県坂町の事例がそうであったように、自然災害伝承
碑が残されていても、その存在や内容が住民に伝われなけ
れば効果はありません。国土交通省国土地理院では、令和
元（2019）年から、自然災害伝承碑を地図に掲載し、災害
教訓を周知・普及する取組を行っています。新たに「自然
災害伝承碑」の地図記号を制定し、2万5千分の1地形図
及びウェブで公開している「地理院地図」（https://
ｍaps.gsi.go.jp/）への掲載を開始しました。さらに令
和3年11月からは「ハザードマップポータルサイト」

（https://disaportal.gsi.go.jp/）でも見られるように
なっています。

静岡市葵区長沼に残る「七夕豪雨洪水之碑」。令和4年9月の台風15号でもこ
の場所は浸水を記録している

東京都狛江市の多摩川河川敷にある「多摩川決壊の碑」。昭和49年の多摩川
水害の教訓を残すために建てられた

災害の記憶を伝える「自然災害伝承碑」特 集

地理院地図での自然災害伝承碑の表示例。左側のメニューから「災害伝承・
避難場所」の中の「自然災害伝承碑」を選択して表示する（国土地理院提供）
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や分布図、時代別の代表事例など、さまざまな情報をウェブ
サイト（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_
ex.htｍl）で公開しています。

また、さらなる活用を促すため、自然災害伝承碑データ
のダウンロード提供（CSV・GeoJSON形式　https://
www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_datainfo.
htｍl）も行っています。データには①ID、②碑名、③
建立年、④所在地、⑤災害名、⑥災害種別、⑦伝承内容、
⑧自然災害伝承碑アイコンの位置座標（10進経度、緯度）
が含まれており、災害名や建立年での検索や並べ替えな
ど、さまざまな活用が可能になっています。

たとえば自然災害伝承碑を災害種別ごとに集計したり、
建立年に着目して年代別の基数をグラフ化したりという利
用 の 方 法 が 考 え ら れ ま す（https://www.gsi.go.jp/
coｍｍon/000243643.pdf）。また地理院地図では標高デー
タを基にした色別標高図や陰影起伏図、傾斜量図、さらに
土地条件図や治水地形分類図、活断層図など、地形や土地
の成り立ちを示す地図を表示することができるので、自然
災害伝承碑と重ねることで、どんな場所で災害が発生しや
すいのかを学ぶこともできます。

ウェブ地図の利点は、スクロールしながらシームレスに
地図を見られること、そしてクリックにより関連情報を表
示できることです。地理院地図では自然災害伝承碑の記号
をクリックすると、碑の名称と対象となる災害、碑の写真
が表示されます。さらに写真をクリックすることで、災害
種別や建立年、所在地、伝承内容を見ることができます。
伝承内容は分かりやすく伝わるように工夫して記載されて
います。

ウェブ地図への掲載により、誰もが公開されている全国
の自然災害伝承碑を見ることができるようになりました。
自分が住む地域にも、これまで存在に気づかなかった自然
災害伝承碑があるかもしれません。是非地理院地図を
チェックしてみてください。

自然災害伝承碑を活用する

国土地理院では、自然災害伝承碑を地図に掲載するだけ
ではなく、防災教育や地域学習などで活用できるように、
掲載されている自然災害伝承碑の活用例（https://www.
gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_utilization.htｍl）

東京23区周辺の自然災害伝承碑の分布（地理院地図）
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災害の記憶を伝える「自然災害伝承碑」特 集

ひとつでも多くの自然災害伝承碑を共有するために

自然災害伝承碑の地理院地図への掲載は令和元（2019）年
6月に始まりました。当初158基だった掲載数は、令和4年11月
17日現在全国494市区町村1,708基まで増えています。しかし、
掲載されてない自然災害伝承碑はまだ多くあります。

自然災害伝承碑の地理院地図等への掲載にあたっては、
市区町村から国土地理院へ掲載希望の連絡を行い、自然災
害伝承碑の対象となるか否かを含めて、現況確認や位置情
報の取得、写真の撮影など、自然災害伝承碑に係る調査を
実施したうえで、申請書を作成して国土地理院への申請手
続きを行う流れとなります。自然災害伝承碑を地図上に表
示し、多くの人たちと共有するためには、市区町村のご協
力が不可欠です。ご理解とご協力をお願いいたします

（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_
info.htｍl）。災害の教訓を後世に伝え、未来の被害を軽

自然災害伝承碑のデータをダウンロードして活用することも可能（国土地理院提供）

自然災害伝承碑のデータを活用して自然災害伝承碑（高潮）の分布図を作成したイメージ（国土地理院提供）

自然災害伝承碑のデータを活用して明治期以降の建立年別基数のグラフを作
成したイメージ（国土地理院提供）

自然災害伝承碑の地理院地図への掲載数の推移（国土地理院提供）

減するために、自然災害伝承碑のさらなる共有と利活用が
進むことを願ってやみません。
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